
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

  消費生活センターでは、業者とのトラブルで困ったときや、商品やサービスについて

「おかしい」「不安だ」と思ったとき、また借金問題で悩んでいるときなどに問題解

決の手助けをします。 

 秘密は厳守しますので、一人で悩まず、気軽にご相談ください。 

電力の小売全面自由化が始まって２年が経ちました。 

「不審な勧誘に ご注意ください」 
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